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○甲南女子大学教育職員の任期制に関する規程 

平成16年３月19日 

（目的） 

第1条 この規程は、甲南女子大学（以下「本学」という。）において、教育研究上の能力又は業績を

有する教育職員（以下「教員」という。）相互の教育・学問的交流が不断に行われる状況を創設し、

本学における教育研究の活性化と発展を図るため、「大学の教員等の任期に関する法律」（以下「任

期制法」という。）に基づき採用する教員の任期制に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（任期等） 

第2条 任期制法第４条第１項及び第５条第１項の規定に基づき、任期を定めて任用する教員を本学に

おいて、第３種特任教員という。 

2 第３種特任教員の教育研究組織、職位、任期及び再任に関する事項は、別表のとおりとする。 

（雇用契約） 

第3条 第３種特任教員の採用は、甲南女子大学教員選考規程及び甲南女子大学教員選考基準の定める

ところによる。 

2 理事長は、学長の報告に基づき、次の各号について、合意した者と雇用契約を締結する。 

(1) 任期は、３年以内の理事長の定める期間とする。ただし、任期の期間内に70歳に達する場合は、

その任期は、70歳に到達する年度の３月末日までの期間とする。 

(2) 前号の任期満了により雇用契約は終了し、教員は退職する。ただし、第４条第２項第１号及び

第２号の規定に基づき、再任用する場合には、改めて雇用契約を締結する。 

(3) この規程に基づき任用された者には、就業規則を適用する。ただし、就業規則第27条（退職願）、

第31条（定年）、第32条（給与）、第34条（退職金）の規定は適用しない。 

3 雇用契約は、当該教員の申し出により途中解約することができる。ただし、解約の日は、教育研究

に支障のないよう双方協議のうえ、決定するものとする。 

（再任用） 

第4条 再任用及び昇任は、甲南女子大学教員選考規程及び甲南女子大学教員選考基準の定めるところ

による。 

2 再任用に関する基準は、次の各号とする。 

(1) 同職位において、任期を定めて再任用する。 

(2) 昇任させたうえ、任期を定めて再任用する。 

3 再任用の期間内に、70歳に達する場合には、その任期は、70歳に到達する年度の３月末日までの期

間とする。 

（給与） 

第5条 第３種特任教員の給与は、専任教員の給与体系によらず、別に定める。 

（規程の改廃） 

第6条 この規程の改廃は、学長の意見を聴き、理事会の議決によるものとする。 

（規程の公表） 

第7条 この規程の制定及び改廃は、公表する。 

附 則 

この規程は、平成16年３月19日から施行する。 

附 則 

この規程（改正）は、平成18年５月25日から施行する。 

附 則 

この規程（改正）は、平成19年４月２日から施行し、平成19年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程（改正）は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程（改正）は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程（改正）は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則 

1 この規程（改正）は、平成28年４月１日から施行する。 

2 学部等の設置時の特例として70歳を超えた者について、第３条第２項第１号及び第４条４項にかか

わらず、任用することができるものとする。 

附 則 
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この規程（改正）は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程（改正）は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程（改正）は、令和５年４月１日から施行する。 

別表 

教育研究組織 対象の職位 任期 再任用事項 適用 

全学部学科共通 教授 

准教授 

講師 

助教 

3年以内（再任

用の場合の任

期は、通算して

5年を超えない

範囲） 

再任用可 

（原則として1回限り） 

任期制法 第4条 

第1項 

 


